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１ 趣 旨

本市は、米子市立図書館において平成２４年８月から運用している図書館情報システムを現行と

同等以上の機能を有し、また、最新のОＳに対応したものに再構築し、及び当該再構築に必要な機

器を入れ替える業務（以下「米子市立図書館情報システム更新業務」という。）を外部に委託して

行うこととしている。ただし、当該機器の調達は、原則として本市が自ら入札により直接行う。

また、米子市立図書館情報システム更新業務においては、スマートフォンを利用する図書貸出方

式の導入及び移動図書館車への無線通信によるオンライン蔵書目録検索システム（ОＰＡＣ）の導

入を行い、利用者へのより一層の利便性向上を図ることとしている。

これら新たなデジタルサービス提供を含む図書館情報システムの刷新により図書館の魅力を創

出し、利用者の拡大につなげたい。

この実施要領は、米子市立図書館情報システム更新業務を委託する事業者を公募により選定する

こととし、当該選定に必要なプロポーザルの実施内容を定めるものである。

なお、プロポーザルにより選定する事業者に対しては、米子市立図書館情報システム更新業務の

ほか、システム更新後５年間までの運用保守業務（以下「米子市立図書館情報システム運用保守業

務」という。）も併せて委託する。

２ プロポーザルの概要

⑴ プロポーザルの内容

公募型プロポーザル方式による米子市立図書館情報システム更新等業務委託に係る企画の提

案

⑵ 対象となる業務

米子市立図書館情報システム更新等業務（以下「本業務」という。）

なお、本業務の名称は、米子市立図書館情報システム更新業務及び米子市立図書館情報システ

ム運用保守業務の総称である。

⑶ 業務の場所

鳥取県米子市中町８ 米子市立図書館

⑷ 業務の内容

別紙「米子市立図書館情報システム更新等業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり。

⑸ 業務の委託期間

ア 米子市立図書館情報システム更新業務の委託期間

当該業務に係る契約締結の日から令和９年３月３１日まで

イ 米子市立図書館情報システム運用保守業務の委託期間

本稼働日（上記アによる更新後のシステムを稼働させ図書館業務を開始する日をいう。以下

同じ。)から５年間

なお、本稼働日は、令和９年３月１日とする。ただし、本業務の受託者と協議し、これを変

更する場合がある。

⑹ 提案する委託料等の上限額

次の表に示す額（消費税及び地方消費税を含む。）
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① 提案する金額は、各区分ごとに、記載の上限額を超えてはならない。上限額を超えた金額を

提案した者は失格とする。

② この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、本件の規模を示すためのものであること

に留意すること。

③ 米子市立図書館情報システム更新業務の委託料には、現行の図書館情報システムからデータ

を抽出するために必要な費用を含めること。なお、現行図書館情報システムからのデータ抽出

は現行業者が行い、提供するため、現行業者から見積りを取得し、提案価格に含めること。

（現行業者：株式会社ケイズ、電話番号：0859-32-1761）

④ 備品（機器及びソフトウェア）は、原則として、本市が直接調達を行うこととしていること

から本業務の受託者からの調達対象外であるが、提案では、本市が調達すべき備品及びその見

積額（参考金額）を示すこと。

⑤ 米子市立図書館情報システム更新業務は、国交付金を活用するため、交付金充当項目につい

ては、契約時に経費内訳の提出を求めるので、対応すること。なお、交付金充当項目はスマー

トフォンを利用する図書貸出方式の導入及び移動図書館車への無線通信によるオンライン蔵

書目録検索システム（ОＰＡＣ）の導入の２項目である。

⑺ 委託料の支払時期

米子市立図書館情報システム更新業務の委託料及び米子市立図書館情報システム運用保守業

務の委託料の支払時期については、それぞれ受託者と締結する契約において定める。なお、前払

いは行わない。

３ 参加資格

プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる全ての要件を満たしているものでなけれ

ばならない。

⑴ 仕様書に基づく業務を確実に履行することができる見込みがあること。

⑵ 公共図書館のシステムの構築及び保守に関する業務の処理に係る実績をこの公告の時点で有

していること。なお、提案するシステムの開発ベンダーが本業務にも携わる場合は、当該開発ベ

ンダーの実績を含めることができるものとする。

⑶ 米子市の入札参加資格者名簿に登録されていること。

⑷ 米子市の競争入札への参加に係る指名停止措置を受けていないこと。

⑸ 図書館業務に精通した技術者を自らの事業所に常駐させ、システム障害等の不測の事態に際し

て、迅速に現地での保守対応及び復旧支援を行うことができる体制を整えていること。

⑹ 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法（平成１

区 分 上限額（単位：千円） 備考

米子市立図書館情報システム更

新業務の委託料

１２，７６０ 検収後、一括支払い

米子市立図書館情報システム運

用保守業務の委託料

３０，３６０

（５年間の総額）

運用・保守サポート、クラウドサービス利用

料などの必要額を月額支払い

本市が調達する備品の購入費 ３６，７４０ 本市が調達すべき備品の見積額の上限額
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４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。

⑺ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団

員と密接な関係を有する者を経営に関与させていないこと。

⑻ 下記６の⑵により参加表明書兼誓約書等を提出する時点において、米子市が課する税、料の滞

納をしていないこと。

４ 実施手順

プロポーザルの実施手順は以下のとおり。

(1) 公募要領の公開 令和８年７月６日（月）

(2) 参加表明書等の提出期限 令和８年７月２４日（金）午後５時まで

(3) 質問書の提出期限 令和８年７月２４日（金）午後５時まで

(4) 質問書への回答 令和８年７月２８日（火）午後５時まで

(5) 企画提案書等の提出期限 令和８年８月６日（木）午後５時まで

(6) プレゼンテーション 令和８年８月２０日（木）＜予定＞

(7) 結果の通知 令和８年８月２７日（木）＜予定＞

注）プレゼンテーションの会場及び開始時刻は別途通知する。

５ 提案の審査等

⑴ 第１次審査

第１次審査として、参加申込者が上記３の参加資格を満たしているか確認し、当該参加資格を

満たしていると認められる者を選出する。なお、参加資格を満たしていないと認められる参加申

込者は失格とする。

⑵ 第２次審査

第２次審査として、第１次審査により参加資格を満たしていると認められる者について、企画

提案書等及びプレゼンテーションの評価を行う。

⑶ 優秀案及び最優秀案の選定

第２次審査の結果に基づき、評価の高い順に一つ又は複数の優秀案を選定する。また、優秀案

に選定されたもののうちから、最も評価の高いものを最優秀案として選定する。 なお、第２次

審査の結果によっては、優秀案及び最優秀案を選定しない場合がある。

６ 手続き等

⑴ 担当部署（書類の提出先及び問合せ先）

郵便番号 ６８３－８６８６ 鳥取県米子市加茂町一丁目１番地

米子市教育委員会事務局生涯学習課

電話番号 ０８５９－２３－５４４２

電子メールアドレス shogaku@city.yonago.lg.jp

⑵ 参加表明書兼誓約書等の提出



4

プロポーザルへの参加を希望する者は、次により申し込むこと。

ア 提出書類

①参加表明書兼誓約書（第１号様式）

②過去における公共図書館システム構築・保守業務処理実績書（第２号様式）

③市税等納付確認同意書（第３号様式）

イ 提出方法

提出書類は、その電子データ（ＰＤＦ）を⑴の担当部署へ電子メールにより提出すること。

電子メールの件名は、「米子市立図書館情報システム更新等業務委託プロポーザル（参加申込）」

とし、送信後、担当部署に電話で受信の確認を行うこと。なお、参加表明書兼誓約書及び市税

等納付確認同意書には会社印を押印し、スキャンしたものをＰＤＦで提出すること。

ウ 提出期限

令和８年７月２４日（金）午後５時まで

⑶ プロポーザルに関する質問

プロポーザルに関し質問がある場合は、次により質問書（第４号様式）を提出すること。なお、

質問の内容は、企画提案書等の作成及び提出に係るものに限るものする。特に提案の審査に係る

ものは、一切受け付けない。

ア 提出方法

質問は、質問書に簡潔にまとめ、⑴の担当部署へ電子メールにより提出すること。電子メー

ルの件名は、「プロポーザルに関する質問」とすること。なお、質問書を提出する際の電子メ

ールアドレスは、参加表明書兼誓約書等を提出した際の電子メールアドレスと同じものとする

こと。

イ 提出期限

令和８年７月２４日（金）午後５時まで

ウ 回答方法

質問書に対する回答は、米子市ホームページに順次掲載する。最終の掲載は、令和８年７月

２８日（火）午後５時とする。

⑷ 参加の辞退

参加表明書兼誓約書等を提出した後、参加を辞退する場合は、辞退届（第５号様式）を提出す

ること。

⑸ 企画提案書等の提出

ア 提出書類

(ｱ) 企画提案書（様式任意）

仕様書で求める業務内容及び下記の企画提案書の必須記載事項（表１）を踏まえた内容と

すること。

(ｲ) 見積書（第６号様式）及び積算内訳書（様式任意）

①仕様書及び下記の機能要件表に基づき算定し、安定稼働のために必要と思われるすべての

項目の内訳を可能な限り詳細に明示すること。

②見積金額は、２の⑹の表に掲げる区分ごとの金額（消費税及び地方消費税を含む。）を記

載すること。
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③見積書には会社印と代表者印を押印し、スキャンしたものをＰＤＦで提出すること。

(ｳ) 業務要件確認書（第７号様式）

(ｴ) 機能要件表（第８号様式）

(ｵ) システム機器等仕様一覧表

仕様書の機器等の構成の概要を基本として、提案する機器等の構成を示した「システム機

器等仕様一覧表」（Ａ４サイズ、書式は任意）を作成し、提出すること。

(ｶ) その他補足説明資料（必要に応じて）

イ 提出方法

提出書類は、その電子データ（ＰＤＦ）を上記⑴の担当部署へ電子メールにより提出するこ

と。電子メールの件名は、「米子市立図書館情報システム更新等業務委託プロポーザル（企画

提案書等送付）」とし、送信後、担当部署に電話で受信の確認を行うこと。

ウ 提出期限

令和８年８月６日（木）午後５時まで

（表１）企画提案書の必須記載事項

項目 記載項目

１．基本方針 本業務に対する考え方、実施方針

２．会社概要 会社概要、認証資格など

３．業務実績、システ

ム稼働実績

・図書館システムの導入業務実績

・当市に提案する図書館システムの全国及び山陰地区における稼働実績

(令和８年３月末時点で稼働している自治体数）

・本市の既存システムから本市に提案する図書館システムへ移行した全

国における稼働実績

(令和８年３月末時点で稼働している自治体数）

・本市に提案する図書館システムでＲＦＩＤと連携した全国及び山陰地

区における稼働実績

(令和８年３月末時点で稼働している自治体数）

４．実施体制・プロジ

ェクト管理体制

・具体的な取組体制（技術者の氏名、実務経験年数、保有資格等）

・プロジェクト管理体制、管理手法、管理項目等

５．取組方針

・仕様書の「２ 業務の要件」から「６ その他」までの全項目に対す

る取組方針

※別に「業務要件確認書（第７号様式）」を作成のこと。

６．図書館情報システ

ム更新業務

・更新業務の基本方針

・提案システムの特徴、発展性、拡張性

・ホームページＣＭＳにおける特徴

・「機能要件表」の各項目に対する対応度・代替案

・システム更新（構築、データ移行）の具体的な計画（役割分担、手法、

検証方法等を含む。）



6

※提案するシステムの開発ベンダーが本業務にも携わる場合は、企画提案書に記載する内容に開発

ベンダーによるものを含めることができる。この場合においては、開発ベンダーの役割を企画提

案書の必須記載事項「実施体制・プロジェクト管理体制」において明記すること。

７ 提案の評価等

上記５の提案の審査等（第２次審査）における企画提案書等及びプレゼンテーションの評価、優

秀案及び最優秀案の選定並びに委託候補者の選考は、米子市立図書館情報システム更新等業務委託

候補者選考委員会（以下「選考委員会」という。）が厳正かつ公平に行う。なお、評価項目等は次

のとおりとする。

⑴ 評価項目

・ハードウェア、ソフトウェア選定における考え方

・システムインフラ環境の構成、特徴

・障害発生に対処する方法、冗長構成、負荷分散に関する考え方

・職員研修の内容、方法

・職員負担軽減の具体策

７．図書館情報システ

ム運用保守業務

・運用保守業務の基本方針（具体的な役割分担を含む。）

・運用保守の具体的な体制（保守拠点、要員、受付対応時間、到着時間

等を含む。）

・障害発生の際の具体的な対応方法（予想される障害別に記載）

・システム保守に対する方針（有償対応となる事項を含む。）

・システム稼働後の職員に対する運用支援業務

・蔵書点検等のイベント処理に対する支援業務

・サーバー設置場所

８．その他
・仕様書には記載されていない事項であって、提出する見積書の金額の

範囲内で実現可能な図書館運営業務に資する提案

区分 評価項目

企画提案書全般 ・本業務の背景・目的や本市の課題を的確に理解しているか

・本業務に積極的に取り組む姿勢を感じられるか

会社概要 ・会社概要、認証資格など

業務実績 ・図書館システムの導入業務実績

システム稼働実績 ・導入を検討しているシステムの稼働実績

実施体制・プロジ

ェクト管理体制

・専門知識と豊富な経験を持つ人員が十分に配置され、事業を適切に管理

運営できる体制が整っているか

・事業計画が無理のないスケジュールで設定されているか

・不測の事態にも対応できる体制やスケジュールとなっているか

データ移行及び導

入支援

・データ移行を安全かつ確実に行うことができるか

・導入時の操作研修が通常業務に支障なく計画されているか

・運用開始後のサポート体制が明確に示されているか
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⑵ プレゼンテーション

ア 日 時 令和８年８月２０日（木）＜予定＞ ※時間の詳細については別途連絡する。

イ 場 所 別途連絡する。

ウ 人 数 ３名以下

エ 順 番 参加表明書兼誓約書等の提出順に実施する。

オ 内 容

①企画提案書等を用いたプレゼンテーションを行うこと。この場合において、実演を行うのが

望ましい。プレゼンテーションを行う内容は、提出する見積書の金額の範囲内のものとする

こと。追加費用が必要な内容は、説明、実演を行わないこと。

②機能要件表の要件のうち、代替案で満たそうとするものは、必ず説明または実演を行うこと。

③準備及び撤収を含め９０分以内（１０分程度の質疑応答時間を含む。）にまとめること。

④プレゼンテーションにおいて、参考として企画提案書等以外の資料を別途持参しても良いが、

企画提案書等に明記されていない内容は、評価の対象とはしない。

カ 機器等

パソコン等の必要な機器については、提案者が準備すること。スクリーン、プロジェクタ、

ＨＤＭＩケーブルについては本市が準備する。

⑶ プロポーザルの結果の通知等

プロポーザルの結果は、企画提案書等を提出した全ての者に電子メールにより通知し、米子市

ホームページで公表する。

８ 提案の無効

企画提案書等を提出した者が次の各号のいずれかに該当した場合は、選考委員会において審議の

上、その者が行った提案を無効とする。

⑴ 実施要領に示した提出書類の提出方法及び提出期限を正当な理由なく守らなかったとき。

⑵ 提出書類に記載した内容が虚偽と判明したとき。

⑶ 上記３の参加資格に掲げる要件のいずれかを満たさなくなったとき。

⑷ 選考委員会の委員その他関係者に対し、プロポーザルに関する援助を求めたとき（間接的に同

様の行為を行ったときを含む。)。

９ 契約の締結

契約の締結は、次のとおり行う。なお、契約の締結についての交渉に当たっては、本市は交渉の

相手方に対し提案内容の修正を求めることがある。この場合において、交渉の相手方は、誠実にこ

れに応じること。

機器構成・システ

ム機能

・仕様書に示す要件と同等以上の性能を有している機器の設置が具体的に

示されているか

・今後のデジタル化推進に対応できる柔軟性や拡張性が備わっているか

・本業務で解決すべき課題に対して、具体的かつ実現可能な提案が示され

ているか
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⑴ 米子市立図書館情報システム更新業務に係る契約

第２次審査により選定された最優秀案を提案した者を選考委員会が委託候補者として選考し、

当該委託候補者と契約の締結について交渉を行い、交渉が整った場合にその者と契約を締結する。

なお、当該交渉が不調となった場合は、第２次審査により選定された優秀案のうち評価の高いも

のから順に、当該優秀案を提案した者と契約の締結について交渉を行う。

⑵ 米子市立図書館情報システム運用保守業務に係る契約

上記⑴の契約を締結した者と別途協議し、協議が整った場合にその者と契約を締結する。

１０ その他

⑴ プロポーザルに参加する者は、参加表明書兼誓約書の提出をもって、実施要領及び仕様書の記

載内容を承諾したものとみなす。

⑵ プロポーザルへの参加に伴い発生する費用は、全て参加する者の負担とする。

⑶ プロポーザルに参加する者は、１つの提案しか行うことができない。

⑷ 提出書類は、返却しない。

⑸ 提出書類は、無断でプロポーザルの目的以外の目的に使用しない。

⑹ 提出書類に含まれる著作物の著作権は、当該提出書類を提出した者に帰属する。ただし、プロ

ポーザルの結果の公表等において本市が必要と認める場合は、無償で当該著作物を使用できるも

のとする。

⑺ 提出書類は、米子市情報公開条例（米子市条例第２２号）の規定により非公開の扱いとなるも

のを除き、公文書公開の対象となるので留意すること。

⑻ 提出書類の変更､差し替え又は再提出は認めない｡ただし､本市が認めた場合はこの限りではな

い。

⑼ 実施要領に記載のない事項については、仕様書によるものとする。


